
居宅介護⽀援事業所⽶沢運営規定 

 
 
(事業⽬的) 
第 1 条 合同会社⽶沢が開設する指定居宅介護⽀援事業所 (以下 「事業所」という。) が⾏ 
う指定居宅介護⽀援事業 (以下 「事業」という) の適切な運営を確保するために⼈員及び 
管理運営に関する事項を定め、事業所の介護⽀援専⾨員が、要介護状態または要⽀援状態に 
ある⾼齢者に対し、適切な指定居宅介護⽀援を提供することを⽬的とする。 
 
(運営の⽅針) 
第 2 条 事業所の介護⽀援専⾨員は、要介護等の利⽤者が居宅において可能な限りその能 
カに応じ⾃⽴した⽇常⽣活を営むために必要な保険医療サービス⼜は福祉サービスの適切
な利⽤等をすることができるよう、当該居宅介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を
作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居
宅サービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を⾏う。 
2 利⽤者の意思及び⼈格を尊重し、常に利⽤者の⽴場に⽴ち、利⽤者に提供されるサービ 
スが特定の種類、特定の事業所に不当に偏ることのないよう公正・中⽴に⾏うものとする。 
 
3 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスの提供主体と 
の綿密な連携を図るものとする。 
 
(事業所の名称) 
第 3 条 事業を⾏う事業所の名称及び所在地は、下記の通りとする。 
(1) 名称:指定居宅介護⽀援事業所 ⽶沢 
(2) 所在地:⻑野県茅野市⽶沢 4133 番地 2 
 
(職員の種類、員数及び職務内容) 
第 4 条 事業所に勤務する職種、員数及び所在地は、下記のとおりとする。 
(1) 管理者:1 名 

管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を⼀元的に⾏う。 
(2) 介護⽀援専⾨員 1 名以上 （管理者兼務１名） 

介護⽀援専⾨員は、指定居宅介護⽀援の提供にあたる。 
⑶ 事務員 １名 
 事務員は国保連請求業務その他必要な事務を⾏う。 
 



(営業⽇及び営業時間) 
第 5 条 営業⽇及び営業時間を下記のとおりにする。 
(1) 営業⽇:⽉曜⽇から⾦曜⽇ (12 ⽉ 30 ⽇から翌１⽉３⽇及び８⽉１３⽇から１６⽇、国

⺠の休⽇・祝⽇を除く) 
(2) 営業時間 :午前 8 時から午後 5 時までとする。 
 
(居宅介護⽀援事業の提供⽅法) 
第 6 条 介護⽀援専⾨員は⾝分を証明する書類を携帯し、初回訪間時⼜利⽤者もしくはそ

の家族から求められたときは、これを提⽰する。 
2  指定居宅介護⽀援の提供を求められたときは、利⽤者の被保険証により被保険者資格

と要介護認定等の有無、認定区分と要介護認定等の有効期限を確認する。 
3  要介護認定等の申請が⾏われているか確認し、⾏われていない場合は被保険者の意思

も踏まえて速やかに当該申請が⾏われるよう必要な援助を⾏う。 
4  要介護認定等の更新の申請は現在の要介護認定等の有効期限が満了する 1 か⽉前に

は⾏われるよう必要な⽀援をする。 
5   要介護認定を受けた者の居宅介護サービス計画の作成を利⽤者もしくはその家族の

意思を尊重して、医療保険サービスや福祉サービス等のサービス事業者と連係し、被保
険者の承認を得て総合的、効果的にサービスの提供の⼿続きを⾏う。 

6 事業所は以下のいずれかに該当するような正当な理由がなく業務の提供を拒否しては
ならない。 

(1) 介護給付等対象サービスの利⽤に関する指⽰に従わないこと等により要介護状態
等の程度を増進させたと認められるとき。 

(2)偽りとその他不正な⾏為によって保険給付を受ける⼜は受けようとしたとき。 
 

(居宅介護⽀援の内容) 
第 7条 指定居宅介護⽀援事業の内容は以下のとおりとする。 

(1) 指定居宅介護サービス計画の担当配置 
介護⽀援専⾨員は、居宅介護サービス計画の作成に関する業務を⾏う。 

(2) 相談の場所 
介護⽀援専⾨員は通常、事業所内で利⽤者の相談を受ける。 

(3)利⽤者への情報提供 
居宅介護サービス計画作成開始にあたっては、利⽤者及び家族に対し、当該地区にお

ける指定居宅サービス事業者等の名簿、サービス内容、利⽤料等の情報を提供し、利⽤
者⼜は家族がサービスの選択を可能とするよう⽀援する。 
(4)利⽤者の実態把握 

介護⽀援専⾨員は、居宅介護サービス計画の作成にあたっては、全社協⽅式に基づ



く課題分析票を⽤いて、有する能⼒、すでに提供を受けている指定居宅サービス、置
かれている環境等の評価を通じて利⽤者が現に抱える間題点を明らかにし、利⽤者
が⾃⽴した⽇常⽣活を営むことができるように⽀援する上で解決すべき課題を把握
する。 

(5)  居宅介護サービス計画の原案作成 
介護⽀援専⾨員は利⽤者及びその家族の希望、利⽤者が抱える解決すべき課題に

基づき、当該地域における介護給付の対象の指定居宅サービス等の適⽤体制を勘案し
て、提供すべきサービスの⽬標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意点等
を盛り込んだ居宅介護サービス計画の原案を作成する。 

(6)  担当者会議 
介護⽀援専⾨員は、サービスの担当者会議を開催し,当該居宅介護サービス計画の原
案内容について説明し、⽂書により利⽤者の同意を得る。 

(7)利⽤者の同意 
介護⽀援専⾨員は、利⽤者⼜はその家族に対し、サービスの種類、内容、費⽤等につ

いて説明し、⽂書により利⽤者の同意を得る。 
(8)サービスの実施状況の継続的な把握、評価 

介護⽀援専⾨員は居宅介護サービス計画作成後においても、利⽤者及びその家族, 
指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に⾏うことにより、居宅介護サービス
経過実施状況の把握及び利⽤者の課題把握を⾏い、必要に応じて居宅介護サービス
計画の変更、指定居宅介護サービス事業者等との連絡調整、そのた便宜の提供を⾏う 

(9) 定期モニタリング 
利⽤者の居宅訪問介護⽀援専⾨員は前項の把握を⾏うため、指定居宅サービスの

提供開始後、1 カ⽉に 1回以上、利⽤者の居宅に訪問しモニタリングを⾏う 
(10) 介護保険施設の紹介 

介護⽀援専⾨員は、利⽤者がその居宅において⽇常⽣活を営むことが困難になっ
たと認める場合⼜は、利⽤者が介護保険施設への⼊所を希望する場合には介護保険
施設への紹介その他の便宜の提供を⾏う。⼜介護保険施設等から、退院・退所しよう
とする要介護者等から依頼があった場合には、居宅における⽣活へ円滑に移⾏でき
るよう、予め居宅介護サービス計画の作成等の援助を⾏う。 

(11) 記録の保存 
指定居宅介護⽂援事業所は、利⽤者に対するサービスの提供に関する記録を整備

し、その関わりの完結から 2年保存する。 
 

(利⽤料、その他の費⽤の額) 
第 8 条 指定居宅介護⽀援を提供した場合の利⽤料の額は、厚⽣労働⼤⾂が定める基準に 
よるものとする。 



2 前項での費⽤の⽀払いを受ける場合には、利⽤者またはその家族等に対して事前に⽂ 
書で説明をした上で、⽀払いに同意する旨の⽂書に署名 (記名擦印)を受けることと

する。 
3 第 1 項の利⽤料の⽂払いを受けた場合は、利⽤料の額を記載した指定居宅介護⽂援提 

供証明書を利⽤者に対して交付する。 
 
 

(通常の事業の実施地域) 
第 9条 通常の事業の実施地域は茅野市全域とする. 
 

(事故発⽣時の対応) 
第 10 条 当事業所は利⽤者に対するサービス提供により事放が発⽣した場合には、速やか 
に市町村、利⽤者の家族、居宅介護⽂援事業者等に連絡を⾏うとともに、必要な措置を⾏う。 
2 当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき
事故が発⽣した場合には、速やかに賠償を⾏う。 
 

(その他運営に関する重要事項) 
第 11 条 指定居宅介護⽀援事業所は、介護⽀援専⾨員の質的向上を図るための研修の機会 
を次の通りに設けるものとし、⼜業務体制を整備する。 
 ⑴ 継続研修 年 1回以上 
2  介護⽀援専⾨員及び職員は業務上知りえた利⽤者⼜はその家族等の秘密を保持する。 
3 指定居宅介護⽀援事業所は、介護⽀援専⾨員その他従業者でなくなった後において知 

りえた利⽤者⼜はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても
これらの秘密を保持すべき旨を雇⽤契約書の内容とする。 

4 この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は合同会社⽶沢と事業所の管理者と
の協議に基づいて定めるものとする。 

 
（虐待の防⽌に関する事項） 

第１2 条 事業所は、利⽤者の⼈権の擁護、虐待の防⽌等のため次の措置を講ずるものと
る。 

（1）虐待防⽌のための指針を定める 
（2）虐待防⽌のための対策を検討する委員会及び担当者の設置 

(3) 虐待を防⽌するための従業者に対する研修の実施 
（4）利⽤者及びその家族からの苦情処理体制の整備 
（5）その他虐待防⽌のために必要な措置 

２ 事業所は、サービス提供中に、当該従業者⼜は養護者（利⽤者の家族等⾼齢者を現に養



護するもの）による虐待を受けたと思われる利⽤者を発⾒した場合は、速やかに、これを
市町村に通報するものとする。 

 
（ハラスメント防⽌規定） 

第 13 条 指定居宅介護⽀援事業所は⾼齢者に対しよりよい介護を実現するため、職場・及
び介護の現場におけるパワーハラスメント及びセクシャルハラスメントを防⽌するための
対策を定める。 
2. 職員間でハラスメント防⽌の為の研修を年 1度⾏う。（内容は重要事項に規定） 
3. ご利⽤者・ご家族からのハラスメント防⽌の為、重要事項説明書を⽤いて具体的な事例
を踏まえ説明し、その対策を周知する。 
 

（事業継続計画） 
第 14 条 居宅介護⽀援事業所は BCP（事業継続計画）を定め、感染症の蔓延防⽌及び⾃然
災害発⽣時の対応を定める。 
2. ＢＣＰの研修・訓練を年 1 度実施する。計画の周知及び現状に合わせた変更等を⾏う。 
 
 
附則 この規定は平成 30年 5 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。 

改正令和 2年 3 ⽉ 31 ⽇ 
令和 2年 9⽉ 30 ⽇ 

                              令和４年１２⽉ 31 ⽇ 
令和 5年 12 ⽉３１⽇ 
令和６年 3 ⽉７⽇ 


